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別紙 

答申 

 

第１ 審査会の結論 

本件審査請求は棄却すべきであるとの橿原市長（以下、審査庁としての橿原市長を

「審査庁」という。）の諮問に係る判断は、妥当である。 

 

第２ 事案の概要 

１ 令和６年７月２日、請求外第三者（以下「情報公開請求人」という。）が処分庁

に対して「令和６年４月１９日に公告をされました『橿原市市民課窓口等業務委託』

公募型プロポーザル方式における最優秀選定者の提案書」の行政文書公開請求を行

った。 

２ 令和６年８月７日、処分庁は、審査請求人が提出した提案書が対象文書となったことに

基づき、審査請求人に対して第三者情報公開意見聴取通知書を送付し、回答を求めた。 

３ 令和６年８月１３日、審査請求人から、審査請求人が指定する部分以外は公開しないこ

とを希望するとの第三者情報公開意見申出書による回答が届いた。 

４ 令和６年８月１５日、処分庁は、処分庁が示した公開案のとおり部分公開決定（以下「本

件処分」という。）を行い、第三者情報公開意見聴取結果通知書により審査請求人に通知

した。 

５ 審査請求人は、審査庁に対し、本件処分は不服であるとして、令和６年８月２９日付け

審査請求書により、処分庁の決定の取消しを求めて、審査請求を行った（以下「本件審査

請求」という。）。なお、審査請求人は同日、本件処分の執行停止を求め，審査庁は、同日、

本件処分の執行停止を行った。（以下同文書につき処分庁が部分開示決定を行った部分の

うち、審査請求人がその開示を求めない部分を「不同意公開部分」という。）  

６ 処分庁は、審査庁に対し、令和６年９月１８日付け弁明書を提出した。  

７ 審査請求人は、審査庁に対し、令和６年１０月１１日付け反論書を提出した 

８ 審査請求人は、令和７年１月１０日、口頭意見陳述を行った。  

９ 審査請求人は、審査庁に対し、令和７年２月７日付け再反論書を提出した。 

１０ 令和７年６月１８日、審査庁は、審理手続を終結し、審査請求人に通知した。 
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１１ 令和７年７月２日、審査庁は、橿原市行政不服審査会（以下「審査会」という。）に

対し、橿原市情報公開条例（平成１０年橿原市条例第１５号。以下「条例」という。）

第１７条第１項の規定に基づき、裁決に関する諮問書を提出した。 

 

第３ 審査関係人の主張 

１ 審査請求人の主張 

（１） 情報公開請求人が審査請求人の競合他社である場合には，その開示請求の適格性

を欠く。  

（２） 不同意公開部分には、以下の①②③のカテゴリにそれぞれ該当する部分があるか

ら、これらは、「公にすることにより、審査請求人の権利、競争上の地位、その他正

当な利益を害するおそれがある」といえるため、非開示事由に当たる。  

①デザイン、レイアウト、タイトルの付け方、分量を含めた「見せ方」の工夫が表現

されている部分  

不同意公開部分のうち当該部分については、長年の実績と経験をもとに「見せ方」

の研鑽を積んできた審査請求人がデザイン、レイアウト、タイトルの付け方につい

て他社よりもアピールが強く表現できるかについて腐心した結果の賜物であり秘

匿性が高いものであるから、これが開示されると審査請求人の正当な利益を害する。  

②同種類似業務の実績等の情報が記載されている部分  

不同意公開部分のうち公的業務実績についてはすべてが公開されているとは限

られないし、審査請求人の業務委託実績を把握するためには多大な労力を有するう

え，同情報からは審査請求人の事業拡大計画及び市場戦略が明らかとなるので、こ

れが開示されると審査請求人の正当な利益を害する。  

③具体的な取り組み事例が記載されている部分  

不同意公開部分のうち当該部分については審査請求人が長年に渡る業務実施に

よって蓄積して得られた独自の知見に基づく情報であるから、これが開示されると

審査請求人の正当な利益を害する。  

（３） 開示請求が権利の濫用であること  

競合他社の提案内容から営業秘密を知ろうとする目的での開示請求権の行使は

権利の濫用にあたる。  
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（４）不正競争防止法違反  

ア  情報開示請求人が不同意公開部分を使用してあたかも審査請求人になりすま

し審査請求人かの如くふるまうことは不正競争防止法２条１項２０号の「誤認惹

起行為」にあたる。  

イ 橿原市が不同意開示部分を維持することは同法２条１項５号の「その取得した

営業秘密を開示する行為」にあたる。 

 

２ 処分庁の主張 

（１） 橿原市情報公開条例（以下「条例」という。）第５条は「何人も」行政文書の公開

を請求することができると定められているから、その属性により適格を欠くことはな

い。このことは情報公開請求人が競合他社であるとしても変わらない。  

（２） 本件公開部分は、法人その他の団体に関する情報であって、公開することにより、

当該法人等の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがある（条例第

６条第１項第３号ア）ものに当たらない。  

ア  ①デザイン、レイアウト、タイトルの付け方、分量を含めた「見せ方」の工夫が

表現されている部分  

独自の視点、文章、図表及び写真を組み合わせて表現している特別の表現があ

るとは認められない。  

イ  ②同種類似業務の実績等の情報が記載されている部分  

不同意公開部分についてはいずれも他の自治体などが公共的な団体に関する実

績等である。  

ウ  ③具体的な取り組み事例が記載されている部分  

前記「橿原市市民窓口課窓口等業務委託仕様書」に記載された業務をどのよう

に実行していくかを記述したものであり、不同意公開部分は、基本的な方針や方

向性、あり方などを記述しているものである。  

なお、具体的な方法や手段，事務手順等が記載されているものについては非公開

としている。  

エ  上記①②③について審査請求人は審査請求人が「多大な損失を被るおそれがあ

る」と主張するが客観的具体的ではない。 
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第４ 審査庁の諮問に係る判断 

１ 諮問の趣旨 

請求人の本件審査請求は、棄却すべきであるとの答申を求める。 

２ 諮問の趣旨に係る判断の理由 

１ 開示請求の対象者に限定があるか 

条例第５条は「何人も」行政文書の公開を請求することができると定めておりその

属性により適格を欠くことはないから、請求人の主張は独自の見解をいうものであり

採用できない。 

２ 非公開とすべき法人等に関する情報に該当するか 

（１） 条例第６条第１項第３号は、法人等の権利利益を保護するため、法人その他の

団体に関する情報であって、同号ア及びイに該当するものを非公開情報とし（同号

ただし書に該当する情報を除く。）、同号アは、「公開することにより、当該法人等

…の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがあるもの」を掲げて

いる。 

そして、同号アにいう「競争上の地位」とは、法人等の公正な競争関係におけ

る地位を指し、「財産権その他正当な利益」とは、法的保護に値する権利、ノウハ

ウ、信用等を広く含むが、同号アに該当するためには、「競争上の地位、財産権そ

の他正当な利益」が害される蓋然性が客観的に認められることが必要である。な

お、審査請求人は、これまでに公開されている情報であるのか否か容易に取得で

きる情報であるか否かを中心として、当該情報が非開示情報であるか否か主張を

展開しているようであるが、そのような事情だけでは非開示情報たり得ない。 

（２） そこで、本件について検討すると、 

ア ①デザイン、レイアウト、タイトルの付け方、分量を含めた「見せ方」の工夫

が表現されている部分 

審査請求人の主張は具体性を欠くうえ、その点を踏まえたとしても、不同意公

開部分について、独自の視点、文章、図表及び写真を組み合わせて表現している

特別の表現があるとは認められず審査請求人の正当な利益を害するとは認められ

ない。 
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イ ②同種類似業務の実績等の情報が記載されている部分 

審査請求人の主張から具体的にどのような情報を審査請求人の事業拡大計画及

び市場戦略が明らかとなるか不分明であるが、仮にその点を措くとして、審査請

求人の事業方針の方向性を把握することができるとしても、どの点に重点を置い

て、どのような経営方針で経営がされているかを知るためには不十分でありそれ

が容易に判明するとはいいがたく審査請求人の正当な利益を害する蓋然性が客観

的に認められるとはいえない。 

ウ ③具体的な取り組み事例が記載されている部分 

審査請求人の主張から具体的にどのように審査請求人の正当な利益が害される

のか不分明であるが、その点を踏まえても不同意公開部分は、公募型プロポーザ

ル「窓口課窓口等業務委託仕様書」に記載された業務をどのように実行していく

かを記述したものであり、審査請求人の正当な利益を害する蓋然性が客観的に認

められるとはいえない。 

エ あわせて、そもそも本件プロポーザルの実施において、その実施要領中には７

その他必要な事項として、「企画提案書等の提出書類は橿原市情報公開条例第９

条に基づく公開請求があった場合は、原則として公開する。」との記載がされ、審

査請求人を含む同プロポーザルの応募者らは、そのことを理解して本件情報公開

請求の対象となる文書を提出している。したがって、不同意公開部分を公開する

ことで審査請求人の正当な利益を害するとは認められない。また、上記①から③

の情報がいわゆる競合他社によって利用され、それが模倣されることを具体的に

裏付けることをうかがわせる特別の事情も認められない。 

（３） なお、審査請求人は，厚生労働省が定める「情報公開法開示・不開示マニュア

ル」中に非開示資料の例として、「提案公募事業にかかる応募一覧、提案書等」との

記載があることを根拠として非開示を求めるようである。 

しかしながら、かかる記載の基礎となった答申（平成１６年度（行情）答申第１

７号）は、①将来的に有望と見込まれる技術トレンドや市場性を見通して民間企業

などが保有する一般に公表されていない先進的な技術シーズや事業アイデアを提

供してもらうことを目的として実施された先端技術分野の研究開発に係る提案公

募事業であること、②応募する企業側としても、そのような提案公募事業の趣旨を
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踏まえて、公にされていない新規性・先進性・将来性・独創性のある事業を提案し

ているものと考えられていること、かつ、③公募の実施に際して、当該箇所を公に

しないとの前提で提案書の提出がなされていること、を前提とした判断であるから、

本件と事案が異なるためこれまでの判断を左右しない。 

 

３ その他 

（１） 不正競争防止法違反をいう点 

審査請求人は、不正競争防止法違反を主張しているようではあるが、その主体

は必ずしも明らかでない。そもそも、営業秘密とは、秘密として管理されている

生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、

公然と知られていないもの」（同法２条６項）であるところ、「秘密として管理さ

れている」（秘密管理性）といえるためには、当該情報にアクセスした者において

当該情報がその保有者の秘密情報であると認識し得るようにされていること及び

当該情報にアクセスできる者が制限されていることが必要である。 

橿原市は、本件不同意公開部分を不正に取得したものではないから、橿原市の

行為は不正競争防止法違反に当たらない。また、本件不同意公開部分が秘密に当

たらないことは明らかであるから、情報公開請求人の行為もまた不正競争防止法

違反にあたらないし、同法２条１項２０号に定める誤認惹起行為がすでに行われ

ているとも認められない。 

いずれにしても、審査請求人のいう不正競争防止法違反をいう点については、独

自の見解をいうものであって、失当であると言わざるをえない。 

（２） 権利の濫用その他をいう点 

ア 本件の情報公開請求の目的についてそもそも不分明であるが、その点を措く

としても、条例には、そもそも情報開示請求によって取得された情報の使用、

ひいては、その前提となる情報開示請求の目的を制限する規定は設けられてお

らず、また、前述のとおり市民だけではなく、すべての人（自然人に限られな

い。）に公開請求権を与えている。 

そうすると、仮に情報公開請求が営利目的であったとしても、そのことだけ

を理由として情報公開請求が認められなくなるとはいえず、その他、情報公開
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請求人の権利の濫用を基礎づける事実は認められないから、審査請求人の主張

は認められない。 

イ また、審査請求人は、審査請求人の今後の提案書作成に与える萎縮的効果に

ついて主張しているようであるが、このことと本件審査請求との関連性は明ら

かでなく採用できない。 

 

第５ 当審査会の判断の理由 

１ 審査請求に係る手続の適正について 

本件審査請求について、審理手続は適正に行われたと認められる。 

なお、審査庁からの諮問の趣旨としては、諮問書にあるとおりであるが、この答申に

かかる当審査会の審議においては、この諮問の趣旨にとらわれることなく、公正かつ適

正に判断を行った。 

２ 判断に当たっての基本的な考え方について 

条例は、第１条において、市政に関する市民の知る権利を具体的に保障するものとし

て、実施機関の保有する行政文書の公開を求める権利を明らかにするとともに、広く情

報を公開することにより、市民の市政への参加の促進と信頼の確保を図り、市民福祉の

増進に寄与し、もって地方自治の本旨に即した公正で民主的な市政の推進に資すること

を目的として掲げている。また、条例第３条においては、当該公開を求める権利が十分

に尊重されるように条例を解釈し、運用することが実施機関の責務とされている。これ

ら条例の規定の趣旨に鑑み、当審査会は、原則公開の基本原則の下、条例の規定の適用

に関し、判断するものである。 

３ 本件対象文書について 

本件対象文書は、「橿原市市民窓口課窓口等業務委託公募型プロポーザルにおいて最

優秀選定者が提出した企画提案書」である。本件は橿原市の市民窓口課窓口についての

業務委託であり、公益性が高いことから、市民に対する説明責任を果たすために委託業

者の選定過程の透明性確保が必要であると解される。橿原市では、そのことを明確にす

るため、あらかじめ実施要領において「企画提案書等の提出書類は、橿原市情報公開条

例第９条に基づく公開請求があった場合は、原則として公開する。ただし、同条例第６

条に該当する場合は、その全部または一部を公開しないことができる。」と明示してい
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る。当審査会は、本件対象文書を見分した結果を踏まえて、審査請求人が非公開を主張

する情報について、条例に規定する非公開情報に該当するか否かについて検討すること

とする。 

条例第６条第１項第３号本文及び同号アは、法人等に関する情報又は事業を営む個人

の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の競

争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがある情報を非公開とできる旨を

規定するものである。 

そこで、本件対象文書の内容のうち、審査請求人が主張している下記３点について、

当審査会で見分したところ、 

（１） デザイン、レイアウト、タイトルの付け方、分量を含めた「見せ方」の工夫が

表現されている部分 

不同意公開部分は窓口運営に応募しようとする者であれば誰もが考え得るような

一般的なデザイン、レイレイアウトであり、委託業者に対して当然期待される水準を

満たすものであるに過ぎない。その表現方法は特別に保護すべきノウハウを含むもの

ではなく、当該部分を公にしたとしても、審査請求人の競争上の地位、財産権その他

正当な利益を害するおそれがあると一般的に認めるには困難がある。 

（２） 同種類似業務の実績等の情報が記載されている部分 

審査請求人は不同意公開部分のうち公的業務実績が非公開の情報であるがゆえに

当該部分が非開示情報に該当する旨を主張しているが、当該部分が法人のノウハウに

当たるか否かにより判断されなければならない。不同意公開部分から審査請求人の事

業拡大計画及び市場戦略の中身を読み取ることは極めて困難であることから、これを

公にしたとしても、審査請求人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するお

それがあると一般的に認めるには困難がある。 

（３） 具体的な取り組み事例が記載されている部分 

不同意公開部分に記載されている情報は、いずれも窓口業務において一般的に用い

られる方針・手法を記載したものであり、プロポーザルで選定された委託業者がどの

ような提案を行い、どのように業務を履行するのか、橿原市が市民に対して説明責任

を果たすことが求められる内容である。当該部分を公にしたとしても、審査請求人の

競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがあると一般的に認めるには
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困難がある。また、処分庁は社内の体制や具体的な方法・手段など、秘匿性の高い情

報や特別なノウハウに当たる部分は非公開にしている。 

審査請求人は、上記（１）～（３）の部分が開示されると審査請求人の正当な利益

を害すると主張するが、抽象的なおそれを述べるにとどまっており、具体的な不利益

については立証していない。以上のことから、当該情報は条例第６条第１項第３号の

非公開とすべき法人の事業に関する情報に該当しないから、公開すべきである。よっ

て、審査庁の諮問にかかる判断に誤りはない。 

４ 結論 

以上の理由から、当審査会は、前記「第１ 審査会の結論」のとおり判断した。 

 

第６ 調査審議の経過 

 当審査会は、本件諮問案件について、次のとおり調査審議を行った。 

①  令和７年７月２日 審査庁から諮問書を受理 

②  令和７年７月２４日 審査庁から追加提出の諮問資料を収受 

③  令和７年８月２６日 経過説明・論点整理 

④  令和７年９月２４日 口頭意見陳述の実施・調査審議 

⑤  令和７年１２月１日 調査審議 

 

令和７年１２月１日 

橿原市行政不服審査会 第二部会 

部会長  北岡 秀晃 

委 員  荒木 進 

委 員  福井 麻起子 

委 員  小関 康平 

 


